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高齢者が安心して働ける賃金制度を実現させよう① 
～55歳以上基本給減額・60歳以上継続雇用制度を考える～ 

  
 

●「高年齢者雇用安定法」の改正の推移 

1986年 「高年齢者雇用安定法」で 60歳定年を努力義務化 

1990年 定年後再雇用を努力義務化 

1994年 60歳未満定年制を禁止（1998年施行） 

2000年 65歳までの雇用確保措置を努力義務化 

2004年 65歳までの雇用確保措置の段階的義務化（2006年施行） 

2012年 希望者全員の 65歳までの雇用を義務化（2013年施行） 

企業の継続雇用年齢を７０歳引き上げる方針表明 

人手不足を解消するとともに、社会保障の財源悪化で年金制

度などの安定を図ることが狙いです。平均寿命は戦後１９５

０年には６０歳でしたが、１９７０年には７０歳を超え、現

在は男女ともに８０歳を超えるようになりました。このよう

な高齢化に少子化が加わり定年年齢が上げられていること

がわかります。 

６０歳前後の賃金格差と年金非支給期間の穴埋め？ 

高年齢雇用継続給付では６０歳到達時に基本手当を受給しないで継

続して働く人には「高年齢雇用継続基本給付金」が６５歳まで支給

されます。60 歳時点の賃金の７５％未満に低下した場合、低下率

に応じた「高年齢雇用継続基本給付金」が受け取れます。（例：60
歳到達時の賃金月額４０万円→60 歳以降の新賃金額 20 万円⇔低
下率５０％→支給率 15％⇒支給額は月 30,000 円） 

 

年金受給開始年齢を更に引き上げる新制度も検討？ 
現在の年齢で男性は５７歳以下、女性で５２歳以下だと年金の支

給は原則６５歳からです。2018 年の最新情報では、国民年金（老

齢基礎年金）の平均支給額は 55,464 円、厚生年金（老齢厚生年

金）の平均支給額は 147,927 円となり、専業主婦世帯での夫婦

二人でもらえる平均年金額は 203,391 円となります。今後若い

世代ほど年金支給額の現在における価値が下がり、４０歳以下は

２０万円の維持も困難にという試算も出されています。 


